
 

 

 

労 働 者 派 遣 基 本 契 約 書（案） 

 

 日本年金機構（以下「甲」という。）と、○○○○（以下「乙」という。）は、乙

がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」（昭和６０年法律第８８号。以下｢労働者派遣法｣という。）に基づき、甲

の「労働者派遣（雇用保険及び社会保険の届書作成及び提出補助等業務）」に派遣す

るに当たり、次のとおり基本契約を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙が雇用する労働者

（以下「派遣労働者」という。）を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令し

て業務に従事させることを目的とする。なお、本契約は、労働者派遣法第２条

第４号に定める紹介予定派遣（労働者派遣のうち、派遣元事業主が、労働者派

遣の役務の提供開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業

紹介を行い、又は職業紹介を行うことを予定しているものをいう。）にも適用

する。 

 

（総 則） 

第２条 甲及び乙は、労働者派遣を受け入れ又は行うに当たり、それぞれ労働者派

遣法その他関係諸法令並びに｢派遣先が講ずべき措置に関する指針｣（平成１

１年１１月１７日労働省告示第１３８号。以下「派遣先指針」という。）及び

「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」（平成１１年１１月１７日労

働省告示第１３７号。以下「派遣元指針」という。）を遵守する。 

２ 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中のすべての労働者派遣

に係る次条第１項の個別契約に適用する。 

３ 乙は、関係諸法令の定めるところにより、公租公課の納付を適切に行うも

のとする。 

 

（個別契約） 

第３条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則

（昭和６１年労働省令第２０号。以下「労働者派遣法施行規則」という。）等

の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間その他

労働者派遣に必要な細目について、労働者派遣法第２６条第１項に規定する

労働者派遣契約（以下「個別契約」という。）を締結する。 

２ 乙は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する（資格、能力、

知識、技術、技能、信用、経験等があり、健康上も就業適格性を有する）労働

者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、社会保険の資格取得

届の提出の有無（なしの場合はその具体的な理由）その他労働者派遣法及び

労働者派遣法施行規則等に定める事項を書面の交付又はファクシミリ若しく

は電子メールを送信する方法（以下「書面の交付等」という。）により通知し

なければならない。 

３ 紹介予定派遣を行う場合には、同制度に必要な事項を第１項の個別契約に

加え定めるものとする。 



 

 

４ 甲及び乙は、各個別派遣契約書を当該労働者派遣の終了日より３年間保管

するものとする。 

 

（労働者派遣の期間及び抵触日通知等） 

第４条 甲及び乙は、同一の派遣先事業所その他派遣就業の場所ごとの業務又は同

一の組織単位ごとの業務において、同一の派遣労働者に係る労働者派遣につ

いて３年を超える期間継続して当該派遣を受け入れ又は行ってはならない。

ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、

この限りでない。 

（1） 乙に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合 

   （2） ６０歳以上の派遣労働者を派遣する場合 

   （3） 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の

期間内に完了することが予定されているもの 

   （4） 日数限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ１０

日以下であるもの）に派遣労働者を派遣する場合 

   （5） 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣

労働者を派遣する場合 

  ２ 甲は、労働者派遣契約に基づき、労働者派遣契約を締結するに当たり、あ

らかじめ、乙に対し、当該派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の

日（以下「抵触日」という。）を書面の交付等により通知するものとする。

個別契約の締結後に、甲において派遣受入期間を定め、又はこれを変更する

場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするもの

とする。 

３ 甲は、乙から３年を超える期間継続して労働者派遣を受けようとするとき

は、意見聴取期間に厚生労働省令で定めるところにより、３年を限り、派遣可

能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合におい

て、これを更に延長しようとするときも同様とする。 

４ 甲は、意見聴取期間に、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数にて組織する労働組合

がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、延長期間及び労

働者派遣法施行規則に定める事項を書面により通知し、その意見を聴くもの

とする。 

  ５ 甲は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べた

ときは、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該

過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由及び異議への対応方針

について説明するものとする。 

６ 甲は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、乙に対し、当該事業所に

ついて前項の規定に抵触することとなる最初の日を通知するものとする。 

７ 甲は、意見を聴いた後、当該内容を書面に記載し、事業所の労働者に周知す

るものとする。また、書類は延長する派遣可能期間終了後３年間保存する。 

８ 甲及び乙は、第１項の通知がなかった場合には、個別契約を締結してはな

らない。 

９ 乙は、甲が第１項の抵触日の１か月前に至ったときは、当該日から抵触日

の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派

遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が

終了する場合には、乙はその旨を併せて派遣労働者に通知する。 



 

 

 

（派遣労働者の特定を目的とする行為の制限） 

第５条 甲は、労働者派遣契約を締結するに際し、紹介予定派遣の場合を除き、派遣

労働者を特定することを目的とする行為（受け入れる派遣労働者を選別する

ために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣

労働者の指名等）をしないよう努めなければならない。また、乙は、これらの

行為に協力してはならない。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとす

る者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等の

ため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又

は派遣期間中の派遣終了後の直接雇用を目的とした履歴書の送付を行うこと

は、この限りではない。 

 

（金銭の取扱い、自動車の使用その他特別な業務） 

第６条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品

の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労をさせ

る必要がある場合には、個別契約に当たってその旨明示し、派遣中にかかる

取扱いをさせる必要が付帯的に生じたときは、あらかじめ甲乙協議の上、覚

書により条件を別途定める。 

 

（派遣先責任者） 

第７条 甲は、労働者派遣法及び労働者派遣法施行規則の定めに基づき、自己の雇

用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を

選任するものとする。 

２ 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定め

る事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 第１項に定める派遣先責任者の人数は下記のとおりとする。 

 

派遣労働者数 1～100人 101～200人 201人～ 

派遣先責任者人数 １人以上 ２人以上 以下 100人ごとに１人追加 

 

（派遣元責任者）  

第８条 乙は、労働者派遣法及び労働者派遣法施行規則の定めに基づき、自己の雇

用する労働者（法人の場合には役員も含む。）の中から、事業所ごとに派遣元

責任者を選任するものとする。 

２ 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 第１項に定める派遣元責任者の人数は下記のとおりとする。 

 

派遣労働者数 1～100人 101～200人 201人～ 

派遣元責任者人数 １人以上 ２人以上 以下 100人ごとに１人追加 

 

（指揮命令者） 

第９条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契

約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労

働者の中から就業場所ごと又は同一の組織単位ごとに指揮命令者を選任しな



 

 

ければならない。 

２ 指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣

労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派

遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、そ

の他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。 

３ 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・企業

秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示する

ことができる。 

 

（苦情処理） 

第１０条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派

遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め、個

別契約書に記載する。 

２ 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力し

て迅速な解決に努めなければならない。 

３ 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず

派遣労働者に知らせなければならない。   

 

（適正な就業の確保） 

第１１条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることに

より、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）等の法令違反が生じないよう労

働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等を

とるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適切な労務管理を

行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・企業秘密を守り、適正に業

務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。 

２ 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び個別契

約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就

業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシュアルハラスメントの

防止等に配慮する。 

３ 甲は、派遣労働者に対し、甲が雇用する労働者が利用する休憩室、更衣室等

の施設又は設備について、利用の機会を与えるように配慮しなければならな

い。 

４ 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教

育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、

派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対して行う教育訓練等につ

いては、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜

を図るよう努めなければならない。 

５ 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品（例えば安全衛生保護具

など）の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措

置について、必要に応じ、甲に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事して

いる労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。また、甲は、乙の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事

している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を乙に提

供する等の協力に努める。 

６ 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、個別契約に定   

める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者不在の場



 

 

合の代行命令者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努め

るものとする。 

  ７ 甲は、本契約又は個別契約の締結に当たって、労働者派遣法第２６条第７

項の規定により、事前に乙に提供した「比較対象労働者」の情報を記載した書

面の写しを、契約終了日から３年間保存するものとする。 

  ８ 甲は、前項の「比較対象労働者」の情報に変更があったときは、乙に対して

遅滞なく変更内容を書面で情報提供するものとする。 

 

（安全衛生等） 

第１２条 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等

に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努める

ものとする。 

２ 乙は、派遣労働者について、労働安全衛生法に定める雇入時の安全衛生教

育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者

に係る雇入時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限り

これに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮

を行うものとする。 

３ 甲は、乙の派遣労働者の就業場所における設備、機械、器材及び環境等の危

険に関し、労働安全衛生法上の乙の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当

該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないもの

とみなされることに鑑み、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行う

ものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教

育・指導等を怠らないように努めるものとする。 

４ 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入時の健康診断を行うとともに、

派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。 

５ 甲は、万一、乙の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合に

ついては、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告の提出

については、第１５条第３項によるものとする。 

 

（派遣労働者の交替等） 

第１３条 甲は、派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、就

業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く契約の目的を達

しない場合には、乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働

者の交替等の適切な措置を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣

労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。 

３ 乙は、派遣労働者の傷病その他やむを得ない理由がある場合には、直ちに

甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。 

４ 乙は、前２項以外の場合には、事前に甲に通知した上で派遣労働者を交替

させることができる。 

５ 乙は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員、その他派遣労働者の人

数に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちに甲にその旨を連絡するととも

に、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じた場合は、直ちにその

欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨

を乙に連絡したときはこの限りではない。 

６ 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員等が生じたことによって、甲に損



 

 

害が生じた場合は、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。 

 

（年次有給休暇） 

第１４条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則とし

て、甲へ事前に通知するものとする。 

２ 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通

知された日の取得が業務の正常な運営に支障を来すときは、甲は乙にその具

体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよ

うに依頼すること、又は必要な代替の労働者派遣を要求することができる。 

 

（業務上災害等） 

第１５条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に

定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労

働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。 

２ 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければな

らない。 

３ 甲及び乙は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、

甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同法施行規則の定めに

従い、それぞれ所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければ

ならない。なお、甲は、当該労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを

乙に送付しなければならない。 

 

（派遣料金） 

第１６条 甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料金（消費税別）を

支払う。派遣料金は、個別契約により定める。 

２ 派遣料金の支払方法等については、個別契約により定める。 

３ 個別契約の期間中であっても、業務内容の著しい変更等により派遣料金改

定の必要が生じた場合には、甲乙協議の上、派遣料金の改定をすることがで

きる。 

４ 乙は、甲の職員のストライキ、その他甲の責に帰すべき事由により、派遣労

働者の業務遂行ができなかった場合には、債務不履行の責を負わず甲に派遣

料金を請求することができる。  

５ 政府等の行政機関による自粛要請により、やむなく派遣労働者の出勤を停

止せざるを得ない場合、甲は、乙に対しその旨を命ずる場合がある。その場合

の派遣料金については、乙が派遣労働者へ支払う休業手当に相当する額とす

る。また、乙は、甲に対する派遣料金請求について、派遣労働者を出勤停止さ

せたことに起因して雇用調整助成金を受給した場合には、その受給額を控除

して請求するものとする。乙は、甲から派遣料金を受領した後に、雇用調整助

成金を受給した場合には、その受給額に相当する金額を、甲に対し速やかに

返還しなければならない。 

 

（派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い） 

第１７条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法

第３５条及び労働者派遣法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項の

ほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただ



 

 

し、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣に

おいて法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限り

ではない。 

２ 乙は、甲における機密保持、情報管理の必要性及び安全衛生管理、事故等の

緊急連絡、派遣業務の円滑な遂行のための派遣労働者の紹介等の必要性から、

甲から乙に対して要求があった場合は、派遣労働者にあらかじめ利用目的を

明示し、同意を得た場合についてのみ、派遣労働者の住所（連絡先）、電話番

号等必要事項を甲に通知するものとする。 

３ 甲は、派遣労働者に対し、入退館、情報管理・事故対応等のため写真等個人

識別を表示した証明書等を作成交付するものとし、乙は、派遣労働者にあら

かじめ同意を得てその作成に協力するとともに、その有効な保持及び不正使

用等の防止を図らなければならない。 

４ 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘

密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。 

 

（機密保持及び個人情報の守秘義務） 

第１８条 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の業

務に関する秘密（経営、業務、生産、企画、財務、経理、人事、開発、研究、

宣伝その他の情報をいう。）について、他（乙の役員及び社員、乙の親会社、

地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント

その他の乙に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者等を含む。

以下同じ。）に不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、

派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約

終了後においても同様とする。 

２ 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の役員又は職員（以下「職員等」

という。）に関する個人情報及び甲の保有する個人情報について、他に不当に

漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもその遵

守を徹底させなければならない。本契約又は個別契約終了後においても同様

とする。 

３ 乙は、業務上の目的以外の目的で、甲の保有する個人情報を閲覧等しては

ならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。本契約又は

個別契約終了後においても同様とする。 

４ 甲は、派遣労働者に対し、前各項に定める業務に関する秘密や甲の個人情

報の機密管理の教育を行い、また甲宛てに派遣労働者から前各項に定める守

秘義務の履行（契約終了後における守秘義務の履行を含む。）に関する誓約書

を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。 

 

（公益通報者の保護） 

第１９条 甲及び乙は、派遣労働者が甲の業務に従事する場合において、甲の役員、

職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じ

ようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対

象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者

に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害

の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由と

して、甲においては、個別契約の解除、派遣労働者の交替を求めること、その

他不利益な取扱いをしてはならず、乙においては派遣労働者に対して解雇そ



 

 

の他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（知的所有権の帰属） 

第２０条 乙の派遣労働者が甲の派遣業務従事中に行った職務発明、職務考案、職

務意匠、職務著作（プログラムを含む。）、その他知的所有権はすべて甲に帰

属し、甲の所有とする。 

２ 乙の派遣労働者の職務発明、職務考案、職務意匠についての権利の甲への

帰属に係る補償金等の対価の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。 

３ 甲の発意に基づき、乙の派遣労働者の作成した職務著作物は、甲の名義及

び所有とし、甲の発意に基づく職務プログラムの著作物についても同様とし、

乙及び乙の派遣労働者は補償金等の対価を請求できない。 

 

（損害賠償） 

第２１条 乙は、派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約若しくは個別契約

に違反し、又は故意若しくは重大な過失により甲に損害を与えた場合は、甲

に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使

用する者（以下本条において「指揮命令者等」という。）の派遣労働者に対す

る指揮命令等（必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。）により生じた

と認められる場合は、この限りではない。 

２ 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指

揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して

損害の負担割合を定めるものとする。 

３ 甲は、派遣労働者の故意又は過失によって業務に関する秘密、個人情報等

の不当漏洩、開示、利用、加工、毀損等のセキュリティ事件又は事故が発生し

たときは、乙に連絡して速やかに甲乙協議して対応策を講じ、その損害の軽

減、拡大防止に努めるものとする。 

 

（派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知） 

第２２条 甲は、同一の事業所において乙から１年以上の期間継続して同一の派遣

労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、通常の労

働者の募集を行うときは、当該募集に係る就業場所等に掲示することその他

の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間

その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知することとする。 

 

（契約解除） 

第２３条  甲又は乙は、相手方が正当な理由無く労働者派遣法その他の関係諸法令

又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相

手方に対して指定する期間内に是正がないときは、本契約、又は個別契約の

全部又は一部を解除することができる。ただし、次項に該当する場合はこの

限りではない。 

２ 甲は、乙が第２８条の規定に該当する場合を除き、次の各号の一に該当す

るときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本契約、又は個別契約の全部

又は一部を解除することができる。なお、乙は、本契約又は個別契約の全部又

は一部が解除された場合において、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の

円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。 

（1） 甲が事前に行う本契約の相手方として適当であるかを判断する審査に



 

 

おいて、偽りその他不正行為により本契約の相手方となったとき。 

（2） 本契約又は個別契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。 

   （3） 乙の責に帰す理由により、本契約、又は個別契約の全部若しくは一部を

履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（4） 当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼす

と認められるとき。 

（5） 本契約又は個別契約の履行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支

障を及ぼすと認められるとき。 

（6） 本契約又は個別契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は監督、検査、調査等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問

に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（7） 乙又は派遣労働者が本契約又は仕様書等に定められた内容に違反し、

当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 

（8） 公租公課を滞納し、納付する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（9） 甲が乙の社会保険料について各月の納期内納入がされなかったことを

確認したとき。 

（10） 手形交換所の取引停止処分があったとき。 

（11） 乙の財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え又は仮処分を受けたと

き、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。 

（12） 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 

（13） 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。 

（14） 労働者派遣法等関係諸法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を

取り消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができ

なかったとき。 

（15） 反社会的勢力と判明した場合又は取引がある場合。 

なお、反社会的勢力とは、暴力団、国際犯罪組織、国際テロリスト等、そ

の他次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 甲が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用

する者 

イ 甲が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要

求をする者 

ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者 

（16） 甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき。 

（17） 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由が

あるとき。 

（18） 乙が本契約締結以前に甲に提出した、契約の資格要件に関する申立書

に虚偽があったことが判明したとき。 

（19） 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反又は個人

情報の保護に関する諸法令違反により監督官庁から行政処分を受け若し

くは送検されたとき又はこれらの状況に至ったことを乙が甲に報告しな

かったことが判明したとき。 

（20） 甲と別に契約を締結している場合で、当該別契約に解除事由（乙の責

に帰すべきものに限る。）が生じたとき。 

（21） 乙が、前各号に定めるもののほか、民法第５４２条各項各号に定める

事由が発生したとき。 

３ 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。 



 

 

 

（違約金） 

第２４条 乙は、乙の責により前条の規定に該当し、本契約、又は個別契約の全部又

は一部が解除となった場合は、違約金として、各個別契約書に定める契約単

価に派遣期間及び就業時間のうち契約解除により履行できなくなった総時間

を乗じて得た金額の１００分の１０に相当する金額（以下「違約金額」とい

う。）を甲の指定する期限内に甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 前項に規定する違約金額が、次条第１項の甲に対する損害賠償額を下回る

場合については、次条第１項の甲に対する損害賠償額をもって違約金とする。 

 

（契約解除等に係る損害賠償） 

第２５条 甲及び乙は、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し通常の損害

に限り賠償しなければならない。 

２ 甲及び乙は、本契約書又は仕様書等に掲げる事項を遵守せず、相手方に損

害を与えた場合には、相手方に対し通常の損害に限り賠償しなければならな

い。 

３ 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他

の不可抗力により生じた損害、第三者の行為等相手方の責によらない事由に

よって生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益

は含まれないものとする。 

４ 第１項に定める甲に対する損害賠償額が違約金額を下回る場合については、

前条の違約金をもって損害賠償額とする。 

 

（派遣契約の中途解除、派遣就業期間の短縮の特例） 

第２６条 甲は、自己の責に帰すべき事由により個別契約期間が満了する前に個別

契約の解除を行おうとする場合には、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙

に解除の申入れを行うとともに、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る

こととする。ただし、紹介予定派遣の場合には派遣労働者の意思を確認の上、

派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 

２ 甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合に

は、個別契約の解除に伴い乙が派遣労働者の休業又は解雇を余儀なくされた

ことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。ただし、乙の同意を

得て解除した場合は、この限りではない。 

３ 前項に規定する損害の賠償の額については、次の各号の規定によるものと

する。 

（1） 乙が派遣労働者を休業させた場合は、休業手当に相当する額とする。 

（2） 乙がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合は、甲による

解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が

解雇の予告をしない場合は３０日分、当該予告をした日から解雇の日までの

期間が３０日に満たない場合は当該解雇の日の３０日前の日から当該予告

の日までの日数分の賃金に相当する額とする。 

４ 甲は、個別契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、個

別契約の解除を行う理由を乙に対して書面により明らかにしなければならな

い。 

 



 

 

（紹介予定派遣の取扱い） 

第２７条 甲は、紹介予定派遣に係る派遣労働者の特定を行うに当たり、派遣先指

針に基づき、直接採用する場合と同様に労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３

２号）に基づく「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な

機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」及び雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号）に基づく「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練につ

いて事業主が適切に対処するための指針」の内容と同様の内容の措置を講ず

るものとする。 

  ２ 甲は、紹介予定派遣を受け入れるに当たり、６か月を超えて同一の派遣労

働者を受け入れないものとし、また、乙は、紹介予定派遣を行うに当たり、６

か月を超えて同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないものとする。 

  ３ 紹介予定派遣は、派遣就業開始前又は開始後に甲及び派遣労働者の求人・

求職の意思等をそれぞれ確認して職業紹介を行うもので、当事者の意思等の

いかんによっては職業紹介（派遣開始前の場合は、当該派遣）が行われないこ

とのあることを甲及び派遣労働者は了解して行われるものであることを甲及

び乙は確認する。 

  ４ 派遣期間中に、乙による職業紹介が行われ、甲の選考により甲及び派遣労

働者間で雇用契約が成立した場合には、甲、乙及び派遣労働者三者間の合意

により労働者派遣期間を短縮することができる。ただし、甲及び派遣労働者

間の雇用関係が採用内定の場合には、派遣労働者を派遣期間終了まで派遣就

業させなければならないものとする。 

  ５ 甲は、紹介予定派遣契約の締結に当たり、派遣労働者の能力発揮及び職業

選択が容易になるよう、乙に紹介予定派遣契約に係る業務（以下「紹介予定派

遣業務」という。）の内容及び派遣労働者の人数の他に、紹介予定派遣による

職業紹介に係る求人予定業務の内容、当該職務を遂行するために必要とされ

る派遣労働者の適性、能力、技術、技能、知識等の程度、経験の有無、その他

派遣労働者が紹介予定派遣を希望するに当たり必要とされる事項及び求人条

件、その他職業紹介上必要事項等を事前にできるだけ明示するものとする。 

  ６ 紹介予定派遣契約に基づき、乙が派遣労働者を甲に紹介し、雇用契約が成

立した場合には、甲は、乙に対し、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料

表の範囲内で紹介手数料を支払う。なお、紹介手数料その他の取扱いについ

ては、別途契約書によって定めるものとする。 

  ７ 甲及び乙は、紹介予定派遣の受入れに当たり、甲が特定した派遣労働者が、

紹介予定派遣に係る契約期間途中で自己都合退職等専ら派遣労働者の責に帰

すべき事由により、派遣就業できなくなった場合には、当該紹介予定派遣に

係る個別契約を、相手方に対し何ら責めを負うことなく、直ちに解除するこ

とができるものとする。 

  ８ 甲は、紹介予定派遣を受け入れた場合において、職業紹介を受けることを

希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合

には、乙の求めに応じ、それぞれその理由を乙に対して書面の交付等により

明示するものとする。 

  ９ 前各項のほか紹介予定派遣に関し必要な事項は、甲、乙間で別途定めるも

のとする。 

 



 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第２８条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対して何ら

の予告なしに直ちに本契約、又は個別契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

（1） 公正取引委員会が、乙、又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場

合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁

止法」という。）第７条又は第８条の２（独占禁止法第８条第１号又は第２

号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったと

き、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、

又は独占禁止法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による

課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（2） 乙、又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若

しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容

疑により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提

起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約、又は個別契約に関して、乙、又は乙の代理人が独占禁止法第

７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、

速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第２９条 乙は、本契約、又は個別契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲

が本契約、又は個別契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、甲

の請求に基づき、違約金として、各個別契約書に定める契約単価に派遣期間

及び就業時間を乗じて得た金額の１００分の１０に相当する金額（以下「不

正行為違約金」という。）を甲が指定する期日までに支払わなければならな

い。 

（1） 公正取引委員会が、乙、又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は

第８条の２（独占禁止法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に

限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき。 

（2） 公正取引委員会が、乙、又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による課徴金の納付命令を行ったとき。 

（3） 公正取引委員会が、乙、又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４

第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。 

（4） 乙又は乙の代理人が、刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は

独占禁止法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当する

ときは、前項に規定する不正行為違約金のほか、各個別契約書に定める契約

単価に派遣期間及び就業時間を乗じて得た金額の１００分の５に相当する金

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（1） 公正取引委員会が、乙、又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２

第１項（独占禁止法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）

及び第７条の３第１項の規定による課徴金の納付命令を行ったとき。 



 

 

（2） 乙が、当該刑の確定において違反行為の首謀者であることが明らかに

なったとき。 

（3） 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約

書を提出しているとき。 

３ 乙は、本契約及び個別契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れる

ことができない。 

４ 第１項及び第２項に規定する違約金の合計額（以下「不正行為に係る違約

金額」という。）が、次条第１項の甲に対する損害賠償額を下回る場合につい

ては、次条第１項の甲に対する損害賠償額をもって違約金とする。 

 

（談合等の不正行為に係る損害賠償） 

第３０条 乙は、第２８条第１項各号の一に該当した場合において、乙が甲に損害

を与えたときは、甲に対して生じた損害を賠償しなければならない。 

２ 前項に定める損害賠償額が不正行為に係る違約金額を下回る場合について

は、不正行為に係る違約金額をもって損害賠償額とする。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金に関する遅延損害金） 

第３１条 乙が第２９条に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないとき

は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債

権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条に基

づき財務大臣が定める率（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間につ

いても、３６５日の割合とする。）を乗じて算出した金額（１００円未満の端

数があるとき、又は１００円未満であるときは、その端数額又はその全額を

切り捨てる。）を遅延損害金として甲に支払わなければならない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３２条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務

の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、信用保証

協会、中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定

する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成１０年法律第１０５号)第２条第

３項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成１６年法律第１５４号)第２条第

２項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙が本契約の履行を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会

社又は信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法

（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関

する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第４条第２項に規

定する通知又は承諾の依頼を行い、若しくは乙が信託業法に規定する公告を行っ

た場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 

(1) 甲は、乙に対して反対債権を有するときは、譲渡対象債権金額と相殺し、又

は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留する。 

(2) 丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれ

に質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 

(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入地の変更、契約金額の変更

その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てない

ものとし、本契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、も

っぱら乙と丙の間において解決されなければならない。 



 

 

 

（契約の有効期間） 

第３３条 本契約の有効期間は、契約締結の日から令和１０年５月３１日までとす

る。 

２ 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合といえども、すでに契

約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該個別契約期間満

了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。 

 

（協議事項） 

第３４条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事

項については、労働者派遣法その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、解決する

ものとする。 

 

（裁判所管轄） 

第３５条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意裁判

所として処理するものとする。 

 

  



 

 

 

上記の契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、両者記名押印の上、各自

１通を保有するものとする。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

甲   東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

日本年金機構 理事長代理人 

労務管理部長 岩 勝美     印 

 

 

 

乙   ○○県○○市○○ 

○○○○○○ 

○○○○   ○○ ○○    印 



 

 

労 働 者 派 遣 個 別 契 約 書（案） 

 

 日本年金機構(以下「甲」という。）と、 ○○○○(以下「乙」という。) は、次

のとおり労働者派遣個別契約を締結する。 

 

 甲と乙とが締結した令和○○年○○月○○日付労働者派遣基本契約書に基づき、

次の就業条件の下に労働者派遣個別契約書を締結する。 

 

契約件名 労働者派遣（雇用保険及び社会保険の届書作成及び提出補助等業務） 

 

１ 就業場所 

名 称 日本年金機構本部 労務管理部 

住 所 東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

電話番号 ０３－５３４４－１１００ 

 ※原則として、上記就業場所での勤務とするが、緊急的な対応等により一時的に

勤務場所を変更することがある。 

 

２ 組織単位 

  名  称 労務管理部給与グループ 

 

３ 派遣先責任者 

  日本年金機構  労務管理部 

労務管理部長 岩 勝美 

電話番号 ０３－５３４４－１１００ 

 

４ 派遣元責任者 

  株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 

  電話番号 ０３－●●●●－●●●● 

 

５ 指揮命令者 

  日本年金機構 労務管理部給与グループ  

給与グループ長 田畑 奈津子 

電話番号 ０３－６８９２－７９９０ 

 

６ 代行指揮命令者 

  日本年金機構 労務管理部給与グループ  

堀抜 耕司 

電話番号 ０３－６８９２－７９９０ 

 

７ 業務内容 

  指揮命令者（代行指揮命令者）の指示に従い、以下の業務を行う。 

 ① 届書の受付業務 

 ② 届書の内容審査及び点検業務 

 ③ データの取得・照合・確認業務 

 ④ 内容不備届書の返戻業務 

 ⑤ 各種帳票の印刷業務 

 ⑥ 届書作成（データ加工、専用システム又は紙媒体）業務 



 

 

 ⑦ 電話照会対応業務 

 ⑧ 書類の発送準備業務 

 ⑨ 専用システムへの入力業務 

 ⑩ 進捗管理簿の入力業務 

 ⑪ 給与事務にかかる補助業務 

 ⑫ その他、上記①～⑪に付随する業務 

 

８ 派遣人数  別紙（仕様書）のとおり 

  令和８年６月１日～令和９年２月２８日    ７名 

  令和９年３月１日～令和９年５月３１日   １１名 

  令和９年６月１日～令和１０年２月２９日   ７名 

  令和１０年３月１日～令和１０年５月３１日 １１名 

 

９ 責任の程度 

  役職なし。指揮命令者の指示に従って正確な事務作業を行う。 

 

10 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別 

  限定しない 

   

11 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別  

限定しない 

 

12 派遣労働者が備えるべき条件 

  仕様書による。 

 

13 派遣期間 

  令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までとする。 

 

14 就業日 

  土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日を除く毎日。 

 

15 休業日 

  土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日。 

 

16 就業時間 

  ９時００分から１７時４５分までとする。(契約時間７時間４５分) 

 

17 休憩時間 

  １２時００分から１３時００分までとする。（１時間） 

   

18 就業時間外労働 

  原則として就業時間外労働は行わないこと。 

  ただし、甲の業務の都合により就業時間外労働が必要な場合には、事前に甲か

ら乙に連絡をすることとし、1 日２時間及び 1 か月３０時間を上回らない範囲に

おいて、就業時間外労働を行うこととする。 

 



 

 

19 就業日外労働 

  就業日外労働は行わないこと。 

 

20 派遣労働者からの苦情処理 

(1) 苦情の申出を受ける者 

 甲においては、 日本年金機構  

労務管理部労務管理グループ  

労務管理グループ長 柴田 靖宏 

電話番号 ０３－５３４４－１１００ 

 乙においては、 株式会社○○○○ ◎◎ ◎◎ 

         電話番号 ０３－●●●●－●●●● 

(2) 苦情処理方法、連携体制等 

① 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者

の岩 勝美へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をも

って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果に

ついて必ず乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)に通知すること

とする。 

② 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者

の○○ ○○へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を

もって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果

について必ず派遣労働者に通知することとする。 

③ 甲及び乙は、各々自社内でその解決が容易であり、即時に処理した苦情の

他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解

決を図ることとする。また、その結果について必ず派遣労働者に通知するこ

ととする。 

 

21 安全及び衛生 

（1） 甲及び乙は、労働者派遣法第４４条から第４７条の４までの規定により課さ

れた各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の

安全及び衛生については、甲の安全衛生に関する規定を適用することとし、そ

の他については、乙の安全衛生に関する規定を適用する。 

（2） 甲は、乙が雇入時の安全衛生教育を適正に行えるよう、派遣労働者が従事す

る派遣業務についての情報提供を乙に対して積極的に行うとともに、乙からの

雇入時の安全衛生教育の委託の申入れがある場合には、可能な限りこれに応じ

るよう努める等、安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力･配慮を行う

ものとする。 

 

22 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための

措置 

(1) 甲は、自己の責に帰すべき事由により個別契約期間が満了する前に本契約の

解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相

当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うとともに、派遣労働者の新たな

就業機会の確保を図ることとする。 

(2) 甲は(1)に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、本

契約の解除に伴い乙が派遣労働者の休業又は解雇を余儀なくされたことにより

生じた損害の賠償を行わなければならない。 

(3) （2）に定める損害の賠償の額については、次の各号の規定によるものとする。 



 

 

① 乙が派遣労働者を休業させた場合は、休業手当に相当する額とする。 

② 乙がやむを得ない事由により派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除

の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、乙が解雇の

予告をしない場合は３０日分、当該予告をした日から解雇の日までの期間が３

０日に満たない場合は当該解雇の日の３０日前の日から当該予告の日までの

日数分の賃金に相当する額とする。 

(4) その他、甲は、乙と十分協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。

また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれ

の責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 

 

23 労働者派遣契約の解除理由の明示 

 甲は、本契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、本契約の

解除を行う理由を乙に対し書面、ファクシミリ又は電子メールで明らかにしなけ

ればならない。 

 

24 派遣労働者への福利厚生施設の利用機会の付与 

  甲は、派遣労働者に対し、甲が雇用する労働者が利用する休憩室、更衣室の施設

又は設備について、利用の機会を与えなければならない。 

 

25 派遣労働者の福祉の増進のための便宜供与  

  甲は、前条で定めるものの他、派遣労働者の福祉の増進のために便宜供与する

施設を保有しない。 

 

26 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 

  甲は、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用しようと

する場合は、当該意思を事前に乙に申し出ることとする。 

 

27 派遣料金 

① 就業時間労働  １時間につき ○○○○円(税抜き) 

② 就業時間外労働  １時間につき ○○○○円(税抜き) 

            ※就業時間外労働の１時間単価は、就業時間労働におけ

る単価の１２５/１００(１円未満切り捨て)とする。 

 

28 就業時間等に係る通知 

甲は、１か月に１回以上、一定の期間を定めて、派遣先管理台帳に記載する事項の

うち、派遣労働者ごとに以下の項目について、乙に対して書面、ファクシミリ又は

電子メールで通知しなければならない。 

① 派遣労働者の氏名 

② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別 

③ 派遣就業をした日 

④ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間 

⑤ 従事した業務の種類 

⑥ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地そ

の他派遣就業をした場所並びに組織単位 

⑦ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 

⑧ 教育訓練を行った日時及び内容 

 



 

 

29 就業時間の報告 

       乙は、甲に対して前月に係る派遣労働者毎の就業時間について報告をし、毎月

１０日まで（該当日が甲の不就業日に該当する場合はその翌就業日まで）に甲が

甲の職員の中から指定する検査職員による検査に合格しなければならない。ただ

し、1 日及び 1 か月の就業時間の計算は５分単位とし、５分に満たない時間につ

いては切り捨てとする。 

                                                                                                                                                    

30 派遣料金の請求 

(1) 乙は、前条の検査に合格したときは、派遣料金の支払を、甲の出納責任者（会

計・資産管理部長）に月単位に請求することができることとし、請求する際には、

当該月に係る実績報告書（写）を添付するものとする。ただし、対価の請求額に

ついては、次の各号により算出した額とする。 

① 各派遣労働者につき、各契約単価に就業時間を乗じて算出した額を算出す

る。ただし、１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。 

② ①により算出した派遣労働者ごとの月額を合計した金額を算出する。 

③ ②の額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項及び第２

９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７

２条の８３の規定に基づく税率を乗じて得た額（以下「消費税等額」という。）。

ただし、この場合、消費税等額に１円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てた額とする。 

④ ②と③の合計額を当該月の請求額とする。 

(2) 出納責任者は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して

３０日以内に支払うものとする。 

 

31 支払遅延損害金 

 出納責任者の責に帰すべき理由により前条の約定期限内に出納責任者が対価を

支払わないときは、乙は、甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日か

ら支払済みまで政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５

６号）第８条に基づき財務大臣が決定する率（年当たりの割合は、うるう年の日

を含む期間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて算出した遅延損害金

（１００円未満の端数があるとき、又は１００円未満であるときは、その端数額

又はその全額を切り捨てる。）の支払を請求することができる。ただし、当該約

定期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理

由の継続する期間を、遅延損害金を支払う日数から減ずるものとする。 

 

32 特記事項 

(1) 甲及び乙は、派遣労働者に係る個人情報の保護に留意すること。 

(2) 乙は、公租公課を滞納した場合は、速やかにその事実を甲に報告しなければな

らない。 

(3) 乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲及びその他関係先の業務に関する秘密

について、他（乙の役員及び社員、乙の親会社、地域統括会社、ブランド・ライ

センサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の乙に対して指導、監督、

業務支援、助言、監査等を行う者等を含む。以下同じ。）に不当に漏洩し、開示

し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもその遵守を徹底させな

ければならない。労働者派遣基本契約又は本契約終了後においても同様とする。 

(4) 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲の職員等の個人情報について、 他

に不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にも



 

 

その遵守を徹底させなければならない。労働者派遣基本契約又は本契約終了後に

おいても同様とする。 

(5) 乙は、派遣労働者が甲における業務にて取り扱う書類等は機密書類であるため、

派遣に当たり、派遣労働者に、甲所定の守秘義務誓約書を提出させなければなら

ない。 

(6) 乙は、業務上の目的以外の目的で、甲が保有する個人情報を閲覧等してはなら

ず、派遣労働者にもその遵守を徹底させなければならない。労働者派遣基本契約

又本契約終了後においても同様とする。 

(7) 甲は、本契約又は個別契約の締結にあたって、労働者派遣法第２６条第７項の

規定により、事前に乙に提供した「比較対象労働者」の情報を記載した書面の写

しを、契約終了日から３年間保存するものとする。 

(8) 甲は、前項の「比較対象労働者」の情報に変更があったときは、遅滞なく変更

内容を乙に対して書面で情報提供するものとする。 

 

 

上記の契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、両者記名押印の上、各自

１通を保有するものとする。 

 

 令和  年  月  日 

 

甲   東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

日本年金機構 理事長代理人 

労務管理部長  岩 勝美    印 

 

 

乙    ○○県○○市○○ 

                   ○○○○○ 

    ［派遣事業許可番号        ］ 

                    ○○○○○  ○○ ○○ 印 
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